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中野区耐震改修促進計画の策定について 

  

 中野区耐震改修促進計画（案）に係るパブリック・コメントの手続きおよび東京都 

への意見照会の結果を取りまとめ、中野区耐震改修促進計画を策定したので報告する。 

 

１．中野区耐震改修促進計画 

   別紙１のとおり 

 

２．パブリック・コメント手続きの実施結果 

 （１）意見募集期間 

    平成２８年６月２０日（月）から平成２８年７月１１日（月）まで 

  

（２）提出方法別意見提出者数 

    なし 

 

 （３）提出された意見により変更した箇所 

    なし 

 

３．東京都への意見照会の結果について 

   

下記のとおり、表の説明を追加した。 

頁番号 項目 追加内容 

５頁 

【表-２】特定建築物一覧表の一

行目にある 

「特定既存耐震不適格建築物」

について説明を加えた。 

※４ 要緊急安全確認大規模建築物の規模要件に

該当するものは含みません。また、本計画におい

ては、耐震改修法第 14条第１項第 3号の通行障害

建築物は、一般緊急輸送道路沿道建築物及び区が

指定する閉塞を防ぐべき道路沿道建築物として別

に扱うため、特定建築物からは除きます。 

２０頁 

【表-１３】耐震化率の現状と目

標にある特定緊急輸送道路の

（注２）について補足説明を加

えた。  

 

（注 2）耐震化率の目標は、東京都耐震改修促進

計画に示された目標数値。なお、東京都耐震改修

促進計画における耐震化率の目標数値は平成 31

年度末において 90％以上とし、かつ、特に倒壊の

危険性が高い建築物（Is値が 0.3未満相当の建築

物）を解消すること、と示されています。 
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第 1 章 耐震改修促進計画の目指す方向 

1 中野区耐震改修促進計画の目的と位置付け 

（1）計画改定の背景と目的 

・ 前回改定直後に東北地方太平洋沖地震が発生し、首都直下地震の切迫性が指摘され

るなか首都機能を維持するため、東京都と連携し、緊急輸送道路沿道建築物等の耐

震化への取組みを推進してきました。 

・ 4 年後の東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、安全で

安心できる都市の実現が急務であり、東京の防災対応力の強化を図るため、更なる

耐震化が求められています。 

・ 中野区耐震改修促進計画（以下「本計画」という。）は、住宅・建築物の耐震性の向

上を図ることにより、震災から区民の生命と財産を守るとともに、災害に強い安全

なまちを実現することを目的とします。 

・ 耐震診断及び耐震改修等を計画的かつ総合的に促進するための目標・施策を明らか

にするものです。 

（2）計画の位置付け 

本計画は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 7年法律第 123号（以下「耐

震改修促進法」という。）第 6 条第 1 項の規定に基づき策定します。 

本計画は策定に際し、「東京都耐震改修促進計画」を踏まえ、「新しい中野をつくる

10 か年計画」及び「中野区地域防災計画」※1と整合を図ります。 

【図－1】耐震改修促進計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※1 中野区地域防災計画とは、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）に基づいて設置された 

中野区防災会議が策定する計画です。

 

中野区耐震改修促進計画 

●耐震改修促進計画の目指す方向 

●耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

●耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

●耐震化を促進するための普及啓発 

●関連施策の推進 

●その他耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項 

中野区基本構想 

10か年計画 

災害対策基本法 

中野区地域防災計画 東京都地域防災計画 

東京都耐震改修促進計画 

中野区区有施設耐震改修計画 

建築物の耐震改修の促進に関する法律 
基本方針（平成 18年 1 月 25 日告示） 
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2 本計画の対象区域と対象建築物 

本計画の対象区域は、中野区全域とします。 

本計画の対象とする建築物は、原則として建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）

における新耐震基準※2 導入以前に着工した建築物のうち、【表－1】に示すものとしま

す。 

【表－1】耐震改修促進計画の対象建築物 

種 類 内 容 耐震改修促進法上の取り扱い 

（1）住宅 戸建住宅、共同住宅など  

（2）特定建築物 

 

特定既存耐震不適格

建築物 

・多数の者が利用する一定規

模以上の建築物 

耐震改修促進法第14条に定め

る建築物 

要緊急安全確認大規

模建築物 

・耐震診断が義務付けされて

いる建築物 

・地震に対する安全性を緊急

に確かめる必要がある大

規模な建築物 

耐震改修促進法附則第3条第1

項に定める建築物 

（3）防災上重要な区有 

建築物 

本庁舎、小中学校などの公共

建築物 

 

（4）地震発生時に閉塞を防ぐべき道路沿道建築物※3 

 

緊急輸送道路沿道建築物 

 

特定緊急輸送道路

沿道建築物 

・「特定緊急輸送道路」に接

する一定高さ以上の建築

物 

・耐震診断が義務付けされて

いる建築物 

耐震改修促進法第 7 条第 1 項

に定める要安全確認計画記載

建築物 

一般緊急輸送道路

沿道建築物 

・「特定緊急輸送道路」以外

の「緊急輸送道路」に接す

る一定高さ以上の建築物 

耐震改修促進法第14条第1項

第 3 号に定める特定既存耐震

不適格建築物 

区が指定する閉塞を

防ぐべき道路沿道建

築物 

・「区が指定する閉塞を防ぐ

べき道路」の沿道建築物 

耐震改修促進法第14条第1項

第 3 号に定める特定既存耐震

不適格建築物 

 

 

 
※2 新耐震基準とは、昭和 56 年 6 月 1 日に導入された新耐震基準です。建築基準法の最低限遵守すべ

き基準として、建築物の耐用年数中に何度か遭遇するような中規模の地震（震度 5 強程度）に対し

ては、構造体を無被害にとどめ、極めてまれに遭遇するような大地震（震度 6 強程度）に対しては、

人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目標としています。 

※3 本計画において、「特定緊急輸送道路」、「一般緊急輸送道路」及び「区が指定する閉塞を防ぐべき道

路」を、合せて「地震発生時に閉塞を防ぐべき道路」とします。 
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（1）住 宅 

地震による住宅の倒壊等を防ぐことは、そこで暮らす住民の生命と財産を守るだけで

はなく、倒壊住宅による道路閉塞を防止することで、円滑な消火活動を可能とし、火災

延焼の抑止にもつながります。さらに、住宅の損傷が少なければ住み続けることが可能

となり、早期の生活再建にも効果があります。こうしたことから、住宅の耐震化を推進

していく必要があります。 

（2）特定建築物 

多数の者が利用する一定規模以上の建築物が倒壊した場合、利用者が被害を受けるだ

けでなく、倒壊建築物による道路閉塞により、応急活動に支障を来たすことになります。

また、建築物を使用しての事業継続が困難となった場合、経済活動へも大きな影響があ

ります。こうしたことから、特定建築物は着実に耐震化を図る必要があります。 

耐震改修促進法では、不特定多数の者が利用する建築物や自力での避難が困難な高齢

者や乳幼児などが利用する建築物のうち大規模なものを「要緊急安全確認大規模建築

物」と位置付け、要安全確認計画記載建築物と同様に耐震診断の実施を義務付けていま

す。また、要緊急安全確認大規模建築物を除く、多数の者が利用する一定規模以上の建

築物を「特定既存耐震不適格建築物」と位置付けています。 

これらのうち【表－2】に示す建築物を特定建築物として、耐震化を促進していきま

す。 

（3）防災上重要な区有建築物 

公共建築物は、多数の区民に利用されるとともに、災害時の活動拠点や避難施設等と

して重要な役割を担っています。また、地方公共団体が民間建築物の耐震化を先導して

公共建築物を耐震化していくことが重要です。 

このことから、東京都震災対策条例第 17 条に位置付けられた防災上特に重要な建築

物や、東京都震災対策条例第 17 条及び同施行規則第 8 条に位置付けられた建築物、

特定建築物の要件を満たす建築物、その他防災上重要な建築物について、率先して耐震

化を図ることが不可欠です。 
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【表－2】特定建築物一覧表 

用 途 

特定既存耐震不適格建築物※4
 要緊急安全確認大規模建築 

物※6の規模要件 

（耐震改修促進法附則第3条） 
規模要件 

（耐震改修促進法第14条） 

指示※5対象となる規模要件 

（耐震改修促進法第15条） 

学校 

小中学校、義務教育学校、

中等教育学校の前期課程

若しくは特別支援学校 

階数2以上かつ1,000㎡以上 

＊屋内運動場の面積を含む 

階数2以上かつ1,500㎡以上 

＊屋内運動場の面積を含む 

階数2以上かつ3,000㎡以上 

＊屋内運動場の面積を含む 

上記以外の学校 階数3以上かつ1,000㎡以上   

体育館（一般公共の用に供される

もの） 
階数1以上かつ1,000㎡以上 階数1以上かつ2,000㎡以上 階数1以上かつ5,000㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳

場等の運動施設 

階数3以上かつ1,000㎡以上 

 

階数3以上かつ2,000㎡以上 

 

 

階数3以上かつ5,000㎡以上 

 

 

病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

卸売市場   

百貨店、マーケット、その他の物

品販売業を営む店舗 階数3以上かつ2,000㎡以上 

 

階数3以上かつ5,000㎡以上 

 
ホテル、旅館 

賃貸住宅（共同住宅に限る）、寄

宿舎、下宿 
  

事務所   

老人ホーム、身体障害者福祉ホー

ム等に類するもの 

階数2以上かつ1,000㎡以上 階数2以上かつ2,000㎡以上 階数2以上かつ5,000㎡以上 老人福祉センター、児童厚生施

設、身体障害者福祉センター等に

類するもの 

幼稚園、幼保連携型認定こども

園、保育所 
階数2以上かつ500㎡以上 階数2以上かつ750㎡以上 階数2以上かつ1500㎡以上 

博物館、美術館、図書館 

階数3以上かつ1,000㎡以上 

階数3以上かつ2,000㎡以上 階数3以上かつ5,000㎡以上 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店等に

類するもの 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行等

に類するサービス業を営む店舗 

工場（危険物の貯蔵場又は処理場

を除く） 
  

車両の停車場等で旅客の乗降又

は待合の用に供するもの 

階数3以上かつ2,000㎡以上 階数3以上かつ5,000㎡以上 

自動車車庫その他の自動車又は

自転車の停留又は駐車のための

施設 

保健所、税務署その他これらに類

する公益上必要な建築物 

危険物の貯蔵場又は処理場の用

途に供する建築物 

政令で定める数量以上の危

険物を貯蔵、処理する全ての

建築物 

500㎡以上 

階数1以上かつ5,000㎡以上 

（敷地境界線から一定距離以

内に存する建築物に限る） 

 

※4 要緊急安全確認大規模建築物の規模要件に該当するものは含みません。また、本計画においては、

耐震改修法第 14 条第１項第 3 号の通行障害建築物は、一般緊急輸送道路沿道建築物及び区が指定

する閉塞を防ぐべき道路沿道建築物として別に扱うため、特定建築物からは除きます。 

※5 耐震改修促進法第 15 条第 2 項に基づく指示をいいます。 

※6 耐震改修促進法附則第 3 条による耐震診断実施の義務付け建築物をいいます。 
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（4）地震発生時に閉塞を防ぐべき道路 

地震発生時に閉塞を防ぐべき道路は、大地震の発生時に救急救命活動や緊急支援物資

の輸送の大動脈となる道路です。このため、この道路沿道の建築物の倒壊による道路閉

塞を防ぎ、緊急輸送のための道路としての機能を確保することは、区民の生命と財産を

守るとともに、首都機能を維持するため極めて重要です。 

平成 23 年 4 月、東京都（以下、「都」という。）は「東京における緊急輸送道路沿

道建築物の耐震化を推進する条例（以下、「耐震化推進条例」という。）」を施行し、緊

急輸送道路の建築物の耐震化を重点的に推進しています。また、平成 26年 4 月から、

耐震改修促進法に基づく取組みをあわせて行い、耐震化を推進しています。 

①  地震発生時に閉塞を防ぐべき道路の指定 

緊急輸送道路は、都により阪神・淡路大震災での教訓を踏まえて指定されています。

このうち、耐震化推進条例に基づき、特に沿道の建築物の耐震化を図る必要があると認

められるものが「特定緊急輸送道路」として指定されており、本計画ではそれ以外のも

のを「一般緊急輸送道路」といいます。 

中野区（以下、「区」という。）は、「本計画」において、耐震改修促進法第 6 条

第 3 項第２号に基づく閉塞を防ぐべき道路を指定しています。 

【表－3】地震発生時に閉塞を防ぐべき道路の定義 

区 分 内 容 

特定緊急輸送道路 主要な防災拠点、空港や港湾などを結ぶ道路及び他県からの緊急物

資や救援活動の受入れのための広域的な道路ネットワークを構築

し、特に沿道の建築物の耐震化を図る必要がある道路 

一般緊急輸送道路 上記以外の緊急輸送を担う道路 

区が指定する閉塞を

防ぐべき道路 

中野区地域防災計画に位置付けられている道路障害物除去路線のう

ち区が定めた道路 

②  耐震化すべき沿道建築物の定義 

震災時において、地震発生時に閉塞を防ぐべき道路の機能を確保するため、倒壊する

危険性が高く、倒壊した場合に道路を閉塞する可能性が高い建築物について耐震化を図

る必要があります。このことから、耐震改修促進法および耐震化推進条例では【図－2】

に示す建築物（以下、「沿道建築物」という。）の耐震化を推進することとしています。 
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【図－2】耐震化すべき沿道建築物の定義 

 

③  沿道建築物の所有者等の責務 

地震により当該沿道建築物が倒壊し、地震発生時に閉塞を防ぐべき道路が閉塞した場

合の影響が大きいことから、沿道建築物の所有者は、耐震化を図る社会的責任を負って

います。そのため、耐震化推進条例では、【表－4】のとおり所有者の義務を規定して

います。 

【表－4】沿道建築物の所有者の責務 

区 分 内 容 根拠条文 

特定緊急輸送道路沿道

建築物の所有者 

沿道建築物の耐震診断を実施し、

その結果を知事に報告しなければ

ならない。〈義務〉 

耐震化推進条例第 10 条第 1

項及び第 2 項 

沿道建築物の耐震診断を実施し、

その結果を所管行政庁に報告しな

ければならない。〈義務〉 

耐震改修促進法第7条第1項

第 2 号 

耐震診断の結果、地震に対する安

全性の基準に適合しない場合、耐

震改修等を実施するよう努めなけ

ればならない。〈努力義務〉 

耐震化推進条例第 10 条第 3

項 

耐震改修促進法第 11 条 

一般緊急輸送道路沿道

建築物の所有者 

沿道建築物の耐震化に努めなけれ

ばならない。〈努力義務〉 

耐震化推進条例第 5 条 

耐震改修促進法第 14 条第 1

項第 3 号 

区が指定する閉塞を防

ぐべき道路沿道建築物

の所有者 

沿道建築物の耐震化に努めなけれ

ばならない。〈努力義務〉 

耐震改修促進法第 14 条第 1

項第 3 号 

 

閉塞を防ぐべき道路に敷地が接する建築物のうち、次の全てに該当する建築物 

・新耐震基準（昭和56年6月1日施行）導入以前に建築された建築物 

・高さが概ね道路幅員の1/2以上の建築物 

 

 
  前面道路幅員が 12 ｍを超える場合   前面道路幅員が 12 ｍ以下の場合   
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3 本計画の計画期間と検証年次 

本計画は、平成 28 年度から平成 37年度までを計画期間とし、目標値の設定や耐震

化へ向けた取組みを行います。 

また、社会情勢の変化や、計画の実施状況に適切に対応するため、おおむね 3 年を

目途として定期的に検証を行い、必要に応じて施策の見直しなど計画の改定を行いま

す。 

なお、「第 2 章 耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標」及び「第 3章 耐震診断

及び耐震改修の促進を図るための施策」では原則、平成 28年度から平成 32 年度まで

の 5 年間の年次計画を示します。 
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第 2 章 耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

1 想定する地震の規模・被害の状況 

（1） 想定する地震の規模は、東京湾北部地震（マグニチュード 7.3）、発生は冬の

夕方 18 時とします。 

（2） 被害の状況は、「首都直下地震等による東京の被害想定報告書」（東京都防災

会議、平成 24 年 4 月）に基づき想定します。 

（1）想定する地震の規模 

本計画で想定する地震は、東京湾北部地震及び多摩直下地震（いずれもマグニチュー

ド（以下「Ｍ」という。）7.3）、元禄型関東地震（Ｍ8.2）、立川断層帯地震（Ｍ7.4）

のうち、東京湾北部地震Ｍ7.3 とします。地震の発生は冬の夕方 18時と想定します。

なお、区内の震度分布では最大で震度 6 強とされています。この地震は平成 24 年 4

月策定の東京都防災会議「首都直下地震等による東京の被害想定報告書」が想定した地

震のうち、中野区に大きな被害を及ぼすものとされています。 

（2）想定する人的被害・建物被害の状況 

東京都全域及び中野区内における被害想定は、【表－5～7】のとおりです。 

【表－5】東京都の想定する地震の規模・被害の状況 

想定する地震 
建物被害による 

死者数 

負傷者数 

（ ）内:うち重傷者数 
建物全壊棟数 

東京湾北部地震Ｍ7.3 

（冬の 5 時、風速 8m/s） 
7,600 人 

139,000 人 

（18,000 人） 
116,000 棟 

東京湾北部地震Ｍ7.3 

（冬の 12 時、風速 8m/s） 
6,300 人 

135,000 人 

（18,000 人） 
116,000 棟 

東京湾北部地震Ｍ7.3 

（冬の 18 時、風速 8m/s） 
9,600 人 

148,000 人 

（22,000 人） 
116,000 棟 

（出典：「首都直下地震等による東京の被害想定報告書」平成 24 年 4 月） 
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【表－6】中野区の想定する地震の規模・被害の状況 

想定する地震 死者数 
負傷者数 

（ ）内:うち重傷者数 
建物全壊棟数 

東京湾北部地震Ｍ7.3 

（冬の 5 時、風速 8m/s） 
約 160 人 

約 3,000 人 

（約 310 人） 
約 2,200 棟 

東京湾北部地震Ｍ7.3 

（冬の 12 時、風速 8m/s） 
約 100 人 

約 1,800 人 

（約 210 人） 
約 2,200 棟 

東京湾北部地震Ｍ7.3 

（冬の 18 時、風速 8m/s） 
約 210 人 

約 2,400 人 

（約 360 人） 
約 2,200 棟 

（出典：「首都直下地震等による東京の被害想定報告書」平成 24 年 4 月） 

【表－7】想定する地震の規模と中野区における人的・建物被害の状況 

項 目 
東京湾北部地震 M7.3 

（冬の 18 時、風速 8m/s） 

建物 全壊棟数 2,241 棟 

火災 火災件数 24 件 

焼失棟数（全壊建物含） 7,222 棟 

死者 ゆれ/液状化/建物被害 78 人 

急傾斜地崩壊 1 人 

火災 133 人 

ブロック塀 1 人 

落下物 0 人 

計 214 人 

負傷者 発生数 2,415 人 

帰宅困難者 発生数 213,227 人 

避難者の発生 発生数 76,807 人 

避難所生活者 発生数 49,925 人 

エレベーター停止台数 発生数 108 台 

災害時要援護者 死者数 125 人 

自力脱出困難者 発生数 633 人 

震災廃棄物 発生量 90 万 t 

（出典：「中野区地域防災計画」平成 27 年修正） 
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2 耐震化の現状と課題について 

（1） 住宅については、約 85％が耐震性を満たしていると推計されます。 

（2） 民間特定建築物※7 については、約 90％が耐震性を満たしていると推計され

ます。 

（3） 防災上重要な区有建築物については、100％が耐震性を満たしています。 

（4） 地震発生時に閉塞を防ぐべき道路の沿道建築物については、約 80％が耐震性

を満たしていると推計されます。 

（1）住 宅 

【基礎的データ】 

・ 平成 25 年度住宅・土地統計調査をもとに推計した、平成 26 年度末現在の区内の

住宅総数は、約 18万 5 千戸あります。 

都の耐震化率※8の推計方法に用いて算定すると、このうち、約 15 万 6千戸（85％）

の住宅が必要な耐震性※9 を満たしていると推計されます。一方、約 2 万 8 千戸

（15％）の住宅は必要な耐震性が不十分であると推計されます。 

【これまでの取組み】 

・ 平成 27 年度末の耐震化率 90％を目標として、耐震化推進に取り組んできました。 

・ 震災時において区民の生命や財産の保護、地域の被害軽減を図るため、自助・共助・

公助の原則を踏まえ、所有者が主体的に耐震化に取り組むことができるよう、相談

体制の整備や情報提供など必要な環境整備や技術的支援を行ってきました。 

・ とりわけ、木造住宅密集地域については、大規模な市街地火災が発生する恐れが高

く、地震発生により住宅が倒壊した場合、道路の閉塞等により消火や避難が困難と

なります。その結果、広範かつ甚大な被害につながる恐れがあるため、地域内の木

造住宅について建替え等の支援を行ってきました。 

・ 分譲マンションについては、戸建住宅に比べ規模が大きく、地震により倒壊等の被

害が生じた場合、道路閉塞を引き起こすなど、周辺地域にも大きな影響が及ぶ上、

合意形成の難しさから、その再建には困難を伴います。このため、耐震診断や耐震

改修のための財政的支援を行うとともに、診断実施に向けた助言や誘導等を実施し、

耐震化を促進してきました。 

・ 区営住宅についても、耐震化促進に向け取り組んできました。 

・ 耐震フォーラムの開催、戸別訪問、新聞折り込み等による全戸配布等の耐震化に関

する普及啓発を実施してきました。 

 

※7 本計画において「民間特定建築物」とは、耐震改修促進法第 14 条第 1 号に定める特定既存不適格

建築物（住宅を除く）のうち民間が所有する建築物のことです。 

※8 耐震化率とは、耐震性を有する住宅（建築物）数（昭和 57 年以降の建築物数＋昭和 56 年以前の

建築物のうち、耐震性を満たす建築物数）が住宅（建築物）数（昭和 57 年以降の建築物数＋昭和

56 年以前の建築物数）に占める割合です。 

※9 必要な耐震性とは、木造建築物の耐震性を表す指標（総合評点）1.0 以上、非木造建築物の耐震性

を表す指標（Is 値）0.6 以上あれば耐震性があると判断しています。 
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【耐震化の現状】 

・ 平成 26 年度末時点の戸数ベースで 84.6％が耐震性を満たしていると見込まれま

す。 

・ そのうち木造住宅では 77.6％、マンション等の非木造住宅では 88.6％が耐震性を

満たしていると見込まれます。 

【表－8】住宅の耐震化の現状 （単位：戸） 

住

宅 

構 造 

昭和56年

以前の住宅 

昭和57年

以降の住宅 

住宅 

合計 

耐震性を 

満たす住宅 

耐震性が不

十分な住宅 
耐震化率 

（平成26年度末） 

Ａ Ｂ Ａ＋Ｂ＝Ｃ Ｄ C－D Ｄ/Ｃ 

木 造 21,280 46,210 67,490 52,390 15,100 77.6% 

非木造 26,260 91,050 117,310 103,920 13,390 88.6% 

合 計 47,540 137,260 184,800 156,310 28,490 84.6% 

【表－9A】住宅の耐震化の現状 （単位：戸） 

用途 

区分 
構造 

昭和56年

以前の住宅 

昭和57年

以降の住宅 

住宅 

合計 

耐震性を 

満たす住宅 

耐震性が不

十分な住宅 
耐震化率 

（平成26年度末） 

Ａ Ｂ Ａ＋Ｂ＝Ｃ Ｄ C－D Ｄ/Ｃ 

戸
建
住
宅 

木 造 9,260 16,060 25,320 16,990 8,330 67.1％ 

非木造 950 3,830 4,780 4,260 520 89.1％ 

計 10,210 19,890 30,100 21,250 8,850 70.6％ 

集
合
住
宅 

木 造 12,020 30,150 42,170 35,400 6,770 83.9％ 

非木造 25,310 87,220 112,530 99,660 12,870 88.6％ 

計 37,330 117,370 154,700 135,060 19,640 87.3％ 

住

宅

数 
木 造 計  21,280 46,210 67,490 52,390 15,100 77.6％ 

非木造計 26,260 91,050 117,310 103,920 13,390 88.6％ 

合 計 47,540 137,260 184,800 156,310 28,490 84.6％ 

【表－9B】住宅の耐震化の現状 （単位：棟） 

用途 

区分 
構造 

昭和56年

以前の住宅 

昭和57年

以降の住宅 

住宅 

合計 

耐震性を 

満たす住宅 

耐震性が不

十分な住宅 
耐震化率 

（平成26年度末） 

Ａ Ｂ Ａ＋Ｂ＝Ｃ Ｄ C－D Ｄ/Ｃ 

戸
建
住
宅 

木 造 9,260 16,060 25,320 16,990 8,330 67.1％ 

非木造 950 3,830 4,780 4,260 520 89.1％ 

計 10,210 19,890 30,100 21,250 8,850 70.6％ 

集
合
住
宅 

木 造 2,340 4,200 6,540 4,430 2,110 67.7％ 

非木造 8,950 18,640 27,590 22,670 4,920 82.2％ 

計 11,290 22,840 34,130 27,100 7,030 79.4％ 

住

宅

数 

木 造 計  11,600 20,260 31,860 21,420 10,440 67.2％ 

非木造計 9,900 22,470 32,370 26,930 5,440 83.2％ 

合 計 21,500 42,730 64,230 48,350 15,880 75.3％ 
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【 課 題 】 

・ これまで、計画において目標としていた平成 27 年度末の耐震化率 90％を達成す

るためには、平成 21 年度末の耐震化率 80.4％から 9.6％上昇する必要がありま

したが、東日本大震災や住宅着工数の減少などにより、平成 26 年度末の耐震化率

は 84.6％であり、4 年間で 4.2％の上昇にとどまっています。 

・ 平成 32 年度末の耐震化率 95％を達成するためには、これまでよりも早いペース

で耐震化を進める必要があります。 

・ そのためには、所有者自らが取り組むべき問題という意識を高めることが不可欠で

あり、引き続き、普及啓発を推進するとともに、相談体制の充実を図る必要があり

ます。 

・ 区は建物所有者が耐震化に取り組みやすい環境整備として、区民に対する相談体制

の整備や都と情報共有する必要があります。 

・ 建物所有者の取組みを促進し、地域住民の生命と財産を保護するためには、区民に

とって身近な存在である区の役割が極めて重要であり、相談体制の充実や普及啓発

の更なる推進などの支援強化について都と連携していくことが必要です。 

≪木造住宅密集地域における住宅≫ 

・ 区内の不燃化特区の指定を受けた地域では、建替えによる住宅の不燃化・耐震化に

加え、建替えに至らない住宅については耐震改修を促進するとともに、震災時にお

いて救急車両の通行や避難が可能となる道路の整備を推進し、防災性の向上を目指

しています。 

≪分譲マンション≫ 

・ 耐震診断の実施に必要である構造図や構造計算書などの設計図書を保管していない

マンションも多く、図面復元には相当の費用を要するため、耐震診断の実施に至ら

ない要因となっています。 

・ 耐震診断や耐震改修についての助成を実施していますが、合意形成の難しさから実

施に向けた取組みが遅れています。 

・ マンションの耐震化の一層の促進を図るため、管理組合等に対する普及啓発や支援

を強化するとともに、公共性・公益性等の観点から対象を重点化し、集中的に支援

を行うなど、効率的、重点的に耐震化を進めていく必要があります。 

（2）民間特定建築物 

【これまでの取組み】 

・ 平成 27 年度末の耐震化率 90％を目標として、耐震化推進に取り組んできました。 

・ 震災時において区民の生命や財産の保護、地域の被害軽減を図るため、自助・共助・

公助の原則を踏まえ、所有者が主体的に耐震化に取り組むことができるよう、相談

体制の整備や情報提供など必要な技術的支援を行ってきました。 

・ 耐震改修促進法により、平成 27 年 12 月末を期限に耐震診断の実施が義務付けら

れていた要緊急安全確認大規模建築物については、都と連携し、所有者に診断の実

施を働きかけてきました。 
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【耐震化の現状】 

・ 平成 26 年度の特殊建築物等定期調査報告等※10をもとに推計した平成 26 年度末

現在の区内の民間特定建築物は、223棟あります。 

・ 都の耐震化率の推計方法に準じて算定すると、このうち、202 棟（90.6％）の建

築物が必要な耐震性を満たしていると推計されます。一方、21 棟（9.4％）の建築

物が必要な耐震性が不十分であると推計されます。 

【表－10】民間特定建築物の耐震化の現状 （単位：棟） 

種 別 

昭和56年以

前の建築物 

昭和57年以

降の建築物 

民間特定 

建築物合計 

耐震性を満た

す建築物 

耐震性が不 

十分な建築物 
耐震化率 

（平成26年度末） 

Ａ Ｂ Ａ＋Ｂ＝Ｃ Ｄ C－D Ｄ/Ｃ 

防災上重要な建築

物のうち小中学

校・病院※11 

16 11 27 27 0 100% 

災害時要配慮者が

利用する建築物 

社会福祉施設等※12 

4 12 16 16 0 100% 

不特定多数の者が

利用する建築物 

ホテル、百貨店、映

画館、物販店舗等 

36 56 92 74 18 80.4% 

その他の建築物 

その他学校、事務所

飲食店等 

17 71 88 85 3 96.6% 

合 計 73 150 223 202 21 90.6% 

※ 平成 26 年度の特殊建築物等定期調査報告をもとに都の耐震化率の推計方法に用いて算定

した推計です。 

【 課 題 】 

≪要緊急安全確認大規模建築物≫ 

・ 耐震診断を実施せず結果報告を行っていない建築物の所有者に対して、耐震診断の

実施を働きかける必要があります。特に報告がなされてない建築物については強く

働きかけることが不可欠です。働きかけにもかかわらず、正当な理由なく耐震診断

を実施しない建築物所有者に対しては、必要に応じて指導・指示や法令に基づく命

令を行う必要があります。 

 

 

 

 
※10 特殊建築物等定期調査報告とは、建築基準法第 12 条第 1 項に定める、不特定多数の者が利用する

建築物（特殊建築物等）の所有者が、有資格者に維持保全状況を調査させ、特定行政庁に報告する

制度です。本計画では、特殊建築物等定期調査報告により把握した建築物を特定建築物として推計

しました。 

※11 防災上重要な建築物のうち小中学校・病院とは、中野区地域防災計画の中で小中学校は「指定避難

所」、病院は「災害拠点病院等」として位置付けている施設です。 

※12 災害時要援護者が利用する建築物で、社会福祉施設等とは、中野区地域防災計画の中で「二次避難

所」として位置付けている施設です。 
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（3）防災上重要な区有建築物 

【これまでの取組み】 

・ 平成 27 年度末の耐震化率 100％を目標として、耐震化推進に取り組んできまし

た。 

・ このうち区有建築物については、平成 24 年度改定の中野区区有施設耐震改修計画

に基づき、耐震化を推進してきました。 

【耐震化の現状】 

・ 平成 28 年 1月末時点の区内の防災上重要な区有建築物は、241 棟あります。 

・ 区分Ⅰの建築物は、平成 28 年 1 月末現在、区有施設耐震改修計画で示された補強

対象施設の耐震化率は 100％となっています。 

・ なお、補強対象外の 3 施設が現存していますが、学校としての用途は廃止され、災

害時の避難所として指定されています。しかし、耐震性能ランクは東京都の「建築

物の耐震診断システムマニュアル」（二次診断）によるＢ1からＢ3であり、比較的

高い水準にあることから、当面補強の必要性はないと考えられます。 

・ 区分Ⅱの建築物は、耐震化が 100％完了しています。 

【表－11】防災上重要な区有建築物の耐震化の現状 （単位：棟） 

区 分 

昭和56年 

以前の建築

物 

昭和57年 

以降の建築

物 

区有建築物 

合計 

耐震性を 

満たす建築

物 

耐震性が不

十分な建築

物 

耐震化率 
（平成26年度

末） 

Ａ Ｂ Ａ＋Ｂ＝Ｃ Ｄ C－D Ｄ/Ｃ 

区分Ⅰ 

東京都震災対策条例第17条に

位置付けている建築物のうち、

本庁舎※13、小中学校※14 
124 11 135 135 0 100% 

区分Ⅱ 

・ 区分Ⅰ以外で東京都震災

対策条例第17条及び施行

規則第8条に位置付けてい

る建築物 

・ 特定建築物の要件を満た

す区有建築物 

・ 多数の区民が利用する建

築物 

・ その他防災上重要な建築

物 

（特別養護老人ホーム、高

齢者福祉センター、保育園

等） 

52 51 103 103 0 100% 

区分Ⅱ 

・ その他防災上重要な建築

物（避難所） 

3 0 3 3 0 100% 

合 計 179 62 241 241 0 100% 

 

※13 平成 25 年度に耐震改修を実施し、一般公共施設等の構造耐震指標の目標は満たしているが、災害

応急活動に必要な庁舎施設等の耐震指標は満たしていません。 

※14 教育委員会所管の施設については、必要な耐震改修がすべて終了しています。 
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（4）地震発生時に閉塞を防ぐべき道路沿道建築物 

①  特定緊急輸送道路沿道建築物 

【これまでの取組み】 

・ 平成 23 年 3月に耐震化推進条例が制定され、沿道の対象建築物の所有者に対して

耐震診断を義務付けるとともに、平成 27 年度末の耐震化率 95％を目標として、

耐震診断や改修等の実施を働きかけてきました。 

・ これまでの耐震化のための財政的支援に加え、平成 24 年 4 月からは耐震診断につ

いては原則負担なし、改修等についても最大で工事費用の 9割を助成するなど、支

援の拡充を図ってきました。 

・ 区では、耐震診断を実施していない建築物を対象に指導助言等を実施してきました。

また、都では平成 27 年 4 月からこれらの建築物のうち耐震診断を実施していない

建築物を対象に、所在地や建物名称等の公表を行い、さらなる耐震診断実施の働き

かけを推進してきました。 

【耐震化の現状】 

・ 平成 26 年度末時点で、74.5%が耐震性を満たしていると見込まれます。 

・ 耐震性不十分な建物として 140 棟が存在しています。 

この内訳として、未診断のものが 18 棟、耐震診断の結果、耐震性が不十分なもの

が 105 棟あり、その他に報告書未提出等のものがあります。 

【 課 題 】 

・ 旧耐震基準の建築物の 82.4％が耐震化されていない、または、耐震診断が実施さ

れていないことから、指導・助言等を通じ、耐震改修等の実施に向けた取組みを強

力に推進していくことが必要です。 

・ 平成 32 年度末までに区内の特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化率 90％を達成

するには、年間にして約 17 棟に相当する耐震改修の実現が求められています。 

≪耐震診断≫ 

・ 平成 27 年 7 月末時点で、旧耐震基準の建築物の 10.5％について耐震診断が実施

されていないことから、早期にすべての建築物で耐震診断が実施されるよう、指導

等を行っていく必要があります。 

≪耐震改修等≫ 

・ 耐震化率１００％の達成に向け、引き続き、建築物所有者への支援や都と連携した

指導・助言等さまざまな方策により、耐震化を推進していくことが必要です。 

・ 都が実施した耐震改修等を実施していない建築物の所有者へのアンケート調査にお

いて「耐震化を実施する予定なし」と回答した所有者に対しては、都と連携し、改

めて緊急輸送道路の位置付けや耐震化等の重要性を啓発していくことが今後も必要

です。 

・ 耐震診断実施の後、耐震改修等の耐震化に着手するためには、工法や工事の影響、

費用等についての比較検討が必要であり、こうした検討に対しても支援していくこ

とが必要です。 

・ 区では、平成 27 年度から特定緊急輸送道路沿道にある大規模マンションに対する

助成率を引き上げ、所有者等の負担の軽減を図ってきています。 
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②  一般緊急輸送道路沿道の建築物 

【これまでの取組み】 

・ 平成 23 年 3 月に耐震化推進条例が制定され、平成 27 年度末の耐震化率 95％を

目標として、耐震診断や耐震改修等の実施を都区連携し、働きかけてきました。 

・ これまでも耐震化のための財政的支援を行ってきており、耐震診断や耐震改修等に

要する費用の所有者負担軽減を図ってきたところです。 

【耐震化の現状】 

・ 平成 26 年度末時点で、80.8%が耐震性を満たしていると見込まれます。 

・ 耐震性不十分な建物として約 230 棟が存在しています。 

【 課 題 】 

・ 東京都耐震改修促進計画に示された指標をもとに、中間点となる平成 32 年度末ま

での耐震化率の目標を 90％として施策を推進します。 

・ この目標を達成するには、年間にして約 22 棟に相当する耐震改修の実現が必要で

す。 

・ 実効性を確保するためには、耐震診断、補強設計、耐震改修助成制度の期間や助成

額などの見直しを定期的に行う必要があります。 

・ 耐震診断や耐震改修等の実施に向け、これまでと同様、所有者等への支援や指導・

助言など様々な方策により、推進していくことが必要です。 

③区が指定する閉塞を防ぐべき道路沿道建築物 

【これまでの取組み】 

・ 平成 23 年 2月に中野区耐震改修促進計画が改定され、平成 27 年度末の耐震化率

90％を目標として、耐震診断や耐震改修等の実施を働きかけてきました。 

・ これまでも耐震化のための財政的支援を行ってきており、耐震診断や耐震改修等に

要する費用の所有者負担軽減を図ってきたところです。 

【耐震化の現状】 

・ 平成 26 年度末時点で、81.1%が耐震性を満たしていると見込まれます。 

・ 耐震性が不十分な建物として約 180 棟が存在しています。 

【 課 題 】 

・ 区が指定する閉塞を防ぐべき道路の沿道建築物の耐震化率の目標を平成 37 年度ま

で継続し、実効性を確保します。 

・ 平成 32 年度末までに耐震化率 90％を達成するためには、年間にして約 17 棟に

相当する耐震改修の実現が必要です。 

・ 耐震診断、補強設計、耐震改修助成制度の期間や助成額の見直しを定期的に行う必

要があります。 

・ 耐震診断や改修等の実施に向け、これまでと同様、所有者等への支援や指導・助言

など様々な方策により、推進していくことが必要です。 
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【表－12】地震発生時に閉塞を防ぐべき道路沿道建築物の耐震化の現状 （単位：棟） 

区 分 

昭和56年以

前の建築物 

昭和57年以

降の建築物 

沿道建築物 

合計 

耐震性を満

たす建築物 

耐震性が不十

分な建築物 
耐震化率 

（平成26年度末） 

Ａ Ｂ Ａ＋Ｂ＝Ｃ Ｄ C－D Ｄ/Ｃ 

地震発

生時に

閉塞を

防ぐべ

き道路

沿道建

築物 

特定緊急

輸送道路

沿道建築

物 

170 380 550 410 140 74.5% 

一般緊急

輸送道路

沿道建築

物 

410 790 1,200 970 230 80.8% 

区が指定

する閉塞

を防ぐべ

き道路沿

道建築物 

320 630 950 770 180 81.1% 

合 計 900 1,800 2,700 2,150 550 79.6% 
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3 耐震化の目標設定の考え方 

（1） 住宅については、平成 32 年度までに耐震化率を 95％とすることを目標とし

ます。 

（2） 民間特定建築物については、平成 32 年度までに耐震化率を 95％とすること

を目標とします。 

（3） 防災上重要な区有建築物についての耐震化は完了しています。 

（4） 地震発生時に閉塞を防ぐべき道路沿道建築物のうち、平成 37 年度までに特

定緊急輸送道路沿道建築物については、耐震化率を 100％とすることを目標

とし、一般緊急輸送道路沿道建築物及び区が指定する閉塞を防ぐべき道路沿

道建築物については、耐震化率を 95％とすることを目標とします。 

（1）住宅の耐震化の目標 

区民の生命、財産の保護及び地域の被害の軽減を図るため、住宅の耐震化については

優先的に取り組みます。また、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基

本的な方針」（平成 18年 1 月 25 日国土交通省告示第 184号。以下「国の基本方針」

という。）を踏まえ、平成 32 年度までに耐震化率を 95％とすることを目標とします。 

（2）民間特定建築物の耐震化の目標 

区内には、大勢の方が利用する民間特定建築物が多数存在し、経済活動の促進に大き

な役割を果たしています。区民の生命の保護と経済活動における減災を図るため、民間

特定建築物の耐震化を促進します。国の基本方針を踏まえ、地震による死者数を被害想

定数から半減させることを目指し、平成 32年度までに耐震化率を 95％とすることを

目標とします。 

（3）防災上重要な区有建築物の耐震化の目標 

区有建築物は、多数の区民に利用されることや災害時の活動拠点や避難施設になるた

め、耐震化を促進することが求められてきましたが、平成 27 年度末をもって耐震改修

が必要な建築物の工事は全て完了しました。 

（4）地震発生時に閉塞を防ぐべき道路沿道建築物の耐震化の目標 

地震により防災上重要な道路の沿道の建築物が倒壊し、道路閉塞を起こした場合、広

域的な避難や救急・消火活動に大きな支障をきたし、甚大な被害につながるおそれがあ

ります。また、地震発生後の緊急物資等の輸送や復旧及び復興活動を困難にさせること

が想定されます。 

このことから平成 37 年度までに、特定緊急輸送道路沿道建築物については、耐震化

率を 100％とすることを目標とし、一般緊急輸送道路沿道建築物及び区が指定する閉

塞を防ぐべき道路沿道建築物については、耐震化率を95％とすることを目標とします。 
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なお、特定緊急輸送道路沿道建築物については、東京都耐震改修促進計画に定める耐

震化率を目標とし、計画の整合性を図ります。 

【表－13】耐震化率の現状と目標 

種 類 

耐 震 化 率 

現 状 
平成26年度末 

目 標 
平成32年度末 

目 標 
平成37年度末 

住宅（戸数ベース） 84.6% 95% 100% 

民間特定建築物 

例：階数 2 以上かつ 1,000 ㎡以上の小・中学校 

階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上の病院等 

90.6% 95% 100% 

防災上重要

な区有建築

物（注 1） 

区分Ⅰ 

・東京都震災対策条例第 17 条に位

置付けている建築物のうち本庁

舎・小中学校 

100% ― ― 

区分Ⅱ 

・区分Ⅰ以外で東京都震災対策条例

第17条及び施行規則第8条に位

置付けている建築物 

・特定建築物の要件を満たす区有建

築物 

・多数の区民が利用する建築物 

・その他防災上重要な建築物 

例：特別養護老人ホーム、高齢者

福祉センター、保育園等 

100% ― ― 

区分Ⅱ 

その他防災上重要な建築物 

（避難所施設） 

100% ― ― 

地震発生時

に閉塞を防

ぐべき道路

沿道建築物 

特定緊急輸送道路（注 2） 74.5% 90％以上 100% 

一般緊急輸送道路（注 3） 80.8% 90％ 95％ 

区が指定する閉塞を防ぐべき道路 81.1% 90％ 95％ 

※ 住宅・民間特定建築物及び地震発生時に閉塞を防ぐべき道路沿道建築物の耐震化率は都の推

計方法を用いて算定しました。 

（注 1）平成 28 年 3 月末時点。 

（注 2）耐震化率の目標は、東京都耐震改修促進計画に示された目標数値。なお、東京都耐震改修促進

計画における耐震化率の目標数値は平成 31 年度末において 90％以上とし、かつ、特に倒壊

の危険性が高い建築物（Is 値が 0.3 未満相当の建築物）を解消すること、と示されています。 

（注 3）東京都耐震改修促進計画では「平成 37 年度末以降に耐震化率 100％を目標とすることとし、

具体的な目標年度や目標数値は次回以降の計画改定時に定める。」とあることから、計画期間

の中間点として、平成 32 年度末における目標数値を 90％とします。 
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【表－14】耐震化率の目標設定の考え方 

 

 

 

      

平成27年度     平成32年度 

本促進計画期間 

住 宅 

平成 26年度末

の住戸総数 

184,800 戸 

 
耐震性を満たす住戸数 

156,310 戸（耐震化率約 85%） 

耐震性が不十分な住戸数 

28,490 戸 

（耐震化の普及啓発・耐震診断・

耐震改修等の促進対象） 

     

平成 32年度末

の住戸総数 

185,300 戸 

耐震性を満たす住戸数 

176,030 戸（耐震化率約 95%） 
残存未耐震

住戸数 

9,270 戸 

建替えに伴

う住戸数の

増加分 

500 戸 

耐震性を満たす住戸数 

156,310 戸 

老朽化によ

る建替え住

戸数 

11,720戸 

耐震化促

進住戸数 

7,500 戸 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐

震

化

率 

現状 

84.6％ 目標ベース 

老朽化による 

建替えベース 

90.9％ 

目標 95％ 

耐震化の必要性

に関する普及啓

発、耐震診断の促

進、部分補強、家

具転倒防止対策

の普及等により

安全性の向上を

図る 

助成制度の活用、

普及啓発・相談等

の推進により耐

震補強・建替えの

促進を図る 
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平成 26年度末の耐震性が不十分な建築物は 21棟あります。 

平成 32年度末に耐震化率 95％の目標を達成するためには、10棟が耐震改修または建替

えを実施する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「特定緊急輸送道路」沿道の建築物については、東京都耐震改修促進計画の目標と

整合を図り、平成 37 年度までに耐震化率を 100％とすることを目標とします。 

・ 「一般緊急輸送道路」沿道の建築物については、東京都耐震改修促進計画の目標と

整合を図り、平成 37 年度までに耐震化率を 95％とすることを目標とします。 

・ 「区が指定する閉塞を防ぐべき道路」沿道の建築物については、平成 37年度まで

に耐震化率を 95％とすることを目標とします。 

 

民間特定建築物 

防災上重要な区有建築物 

防災上重要な区有建築物 241 棟 

【区分Ⅰ】135 棟 

東京都震災対策条例第 17 条に位置付けている建築物のうち本庁舎・小中学校 

【区分Ⅱ】103 棟 

区分Ⅰ以外で 

・ 東京都震災対策条例第 17 条及び同施行規則第 8条に位置付けている建築物 

・ 特定建築物の要件を満たす区有建築物 

・ 多数の区民が利用する建築物 

・ その他防災上重要な建築物 

（例：特別養護老人ホーム、高齢者福祉センター、保育園等） 

 

232324252627282930313233344 【区分Ⅱ】3 棟 

その他防災上重要な建築物（指定避難所） 

耐震性を満たす建築物 

241 棟 

地震発生時に閉塞を防ぐべき道路沿道建築物 
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第 3 章 耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

1 基本的な取組み方針 

（1） 住宅・建築物の耐震化は、自助・共助・公助の原則を踏まえ、その建物所有者 

（以下「建物所有者」という。）によって行われることを基本とします。 

（2） 区は、建物所有者が主体的に耐震化に取り組むことができるよう情報提供や技術

的な支援を行います。また、公共的な観点から必要がある場合には財政的支援を

行います。 

（3） 区は、耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、関係団体と十分連携して取り組

みます。 

（1）建物所有者の主体的な取組み 

住宅・建築物の耐震化の促進に当たっては、自助・共助・公助の原則を踏まえ、建物

所有者が自らの問題であり、かつ、地域の問題であることを認識し、主体的に取り組む

ことが不可欠です。また、地震による住宅・建築物の被害及び損傷が発生した場合、自

らの生命と財産はもとより、道路閉塞や出火など、地域の安全性に重大な影響を与えか

ねないということを十分に認識して耐震化に取り組むことも必要です。 

（2）区の支援 

区は、建物所有者の主体的な取組みを支援するため、耐震診断及び耐震改修を実施し

やすくするための無料耐震診断など、耐震化に係る助成制度等による財政的な支援や区

報・耐震対策のチラシ・ホームページなどによる情報提供と耐震相談などの技術的な支

援を行います。また、新たに震災対策上公共性が高いなど、公共的観点から必要がある

場合には、財政的な支援を行うこととします。 

（3）耐震化を促進するための関係者との連携 

区は、区内の耐震診断士等※15及び中野区耐震改修促進協議会等の関係団体と連携を

図り、住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に取り組むこととします。 

 

 

 

 

 

 

 
※15 区民が安心して木造住宅等の耐震診断及び耐震改修工事を実施できる体制を整備するため、既存の

木造住宅等の耐震性の判定を適切に行うことができる耐震診断士及び既存の木造住宅等の耐震改

修をするための工事を適切に行うことができる耐震改修施工者を登録制にしています。 
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2 耐震化の促進を図るための施策 

2－1 住宅の耐震化 

施策の概要 

（1） 木造住宅無料耐震診断 

（2） 非木造共同住宅耐震診断助成 

（3） 木造住宅建替え助成 

（4） 木造共同住宅耐震改修工事費補償型助成 

（5） 家具転倒防止器具取付助成 

（6） 都市防災促進事業による建替え助成 

（7） 不燃化推進特定整備地区（不燃化特区）制度による建替え促進 

【建替え・耐震改修すべき住戸数】 

平成 32 年度までに、住宅の耐震化率 95％の目標を達成するためには、耐震性が不

十分な住戸約 28,500戸のうち約 19,720 戸の耐震化が必要となります。老朽化によ

る建替えを約 11,720戸と推計しても、さらに約 8,000 戸について、耐震化を図る必

要があります。 

このため、これまで進めてきた施策の継続、施策の見直し、新たな施策の導入を検討

し、実施目標を設定して総合的かつ計画的に取り組むこととします。 

【表－15】建替え・耐震改修すべき住戸数 

平成 32年度までに耐震化すべき住戸数 

1.建替え促進 500 戸 
計 8,000 戸 

合計 19,720戸 2.耐震改修促進 7,500 戸 

3.老朽化による建替え 11,720 戸 

【施策の取組み】 

（1）木造住宅無料耐震診断（簡易耐震診断及び一般耐震診断） 

昭和 56 年以前に建築された、在来軸組工法による木造住宅を対象に、区民が住宅の

耐震性を具体的に認識していただくことを目的として、簡易耐震診断及び一般耐震診断

を無料で実施しています。一般耐震診断では、区に登録している耐震診断士が耐震診断

後、耐震診断結果とともに耐震改修計画を作成し、具体的な補強方法のほか、リフォー

ムに合わせた補強、部分的な補強、安価な工法、家具転倒防止対策、家具の移動による

安全対策、建替えなど、所有者が自らの命を守るための対策について説明しています。 
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（2）非木造共同住宅耐震診断 

昭和 56 年以前に建築された非木造共同住宅を対象に、非木造耐震診断の助成制度を

実施しています。 

（3）木造住宅密集地域における木造住宅建替え助成 

木造住宅密集地域では、地震の発生により住宅が倒壊した場合、道路閉塞や出火によ

って避難や救急・消火活動が妨げられ、大規模な市街地火災が引き起こされるなど、広

範かつ甚大な被害につながるおそれがあります。また、住宅が倒壊しない場合には、出

火が 1/3 に減少するという調査結果もあることから、震災対策上危険性が高い地域の

木造住宅について、建替えによる耐震化を促進することが重要です。このため、東京都

震災対策条例に基づく「防災都市づくり推進計画」に位置付けている整備地域及び都知

事が定めた火災危険度又は災害時活動困難度を考慮した火災危険度のランクが 4 以上

の地域内において、耐震性、防火性、地域環境の向上を図るため、昭和 56 年以前に着

工した木造住宅を対象に建替え助成を実施しています。 

【図－3】整備地域等指定区域地図 

（1）東京都震災対策条例に位置付けている整備地域 

地域 

南 台 
一、二、三、四丁目の全域 

五丁目の一部 

弥 生 町 
一丁目の一部、二丁目の一部 

三、四丁目の全域 

本 町 一丁目の全域 

上 高 田 
二丁目の全域、三丁目の一部 

四丁目の一部、五丁目の一部 

新 井 一、二、三、四、五丁目の全域 

沼 袋 一丁目の一部、三丁目の一部 

野 方 一、二、三丁目の全域 

大 和 町 一、二、三、四丁目の全域 

白 鷺 一丁目の一部 

※ 東京都震災対策条例（平成 12 年東京都条例第 202 号）第

13条 2号に規定する「整備地域」が規定されています。 

（2）火災危険度ランク又は災害時活動困難度を考慮

した火災危険度ランク 4 以上の区域 

地域 

南 台 二、四丁目の全域 

弥 生 町 三丁目の全域 

本 町 一、二、四、六丁目の全域 

中 央 三、四丁目の全域 

東 中 野 二、四丁目の全域 

中 野 一丁目の全域 

上 高 田 一、二丁目の全域 

沼 袋 三丁目の全域 

野 方 一、二、三、六丁目の全域 

大 和 町 一、二、三、四丁目の全域 

若 宮 一、二丁目の全域 

 

 

 

南　　　台 　

弥　生　町

本　　　町

上　高　田

新　　　井

沼　　　袋

野　　　方

大　和　町

白　　　鷺

南　 　台

弥 生 町

本 　　町

中　　 央

東 中 野

中　　　野

上 高 田

沼     袋

野     方

大 和 町

若　 　宮

一、二、三丁目の全域

一、二、三、四丁目の全域
五丁目の一部

一丁目の一部、二丁目の一部
三、四丁目の全域

一丁目の全域

地　　　　　　　域

一、二、三、四丁目の全域

一丁目の一部

二丁目の全域、三丁目の一部
四丁目の一部、五丁目の一部

一、二、三、四、五丁目の全域　　　　　　　　　　　　

一丁目の一部、三丁目の一部

※　東京都震災対策条例（平成１２年東京都条例第２０２号）第１３条第２号

　に規定する「整備地域」が指定されています。

一、二、四、六丁目の全域

三、四丁目の全域

一丁目の全域

地　　　　　　域

二、四丁目の全域

三丁目の全域

二、四丁目の全域

一、二、三、六丁目の全域

一、二、三、四丁目の全域

一、二丁目の全域

一、二丁目の全域

三丁目の全域

（2）火災危険度ランク又は災害時活動困難度を考慮した火災危険度ランク４以上の区域

(1)東京都震災対策条例に位置づけている整備地域
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（4）木造共同住宅耐震改修工事費補償型助成 

昭和 56 年以前に建築された在来軸組工法による木造共同住宅を対象に、耐震改修工

事を実施した所有者に対し、工事後 10 年以内に震度 6 強以下の地震で全損した場合

に、耐震改修工事費及び全損した建築物の評価額相当分を補償助成します。 

（5）家具転倒防止器具取付助成 

地震時に、家具の転倒による被害を防止するため、転倒防止器具の取付けを推進して

います。満 65 歳以上の世帯等の方には、器具の取付け費の無料助成を実施しています。

近年発生した大地震の被害状況によると、家具類の転倒や落下を原因とする負傷者が多

発しています。このため、家具の転倒防止に関する区報掲載やパンフレットの配布、消

防署等との連携によるキャンペーン等の実施により、家具を固定することの重要性を周

知するとともに、区の相談窓口や各種イベント等を通して普及を図ります。また、区の

耐震化助成制度利用者に対し、取付けの義務化を図ります。 

（6）都市防災不燃化促進事業による建替え促進 

木造住宅密集地域のうち、広域避難場所に指定されている東京大学附属中等教育学校

一帯（平成 21 年 4 月導入）や延焼遮断帯の形成を目的としている大和町中央通り沿

道地区（平成 28 年 3 月導入）については、不燃化促進事業を導入し、耐火建築物を

建築する方、古い建築物を除却する方に費用の一部を助成しています。 

（7）不燃化推進特定整備地区（不燃化特区）制度による建替え促進 

東京都より不燃化特区に指定されている弥生町三丁目周辺地区（平成 25 年 6 月指

定）及び大和町中央通り沿道地区（平成 26 年 4 月指定）において、一定の要件を満

たす古い建築物の建替えや除却を行う方などに費用の一部を助成しています。 

【表－16】住宅の耐震化促進助成事業一覧 

事業名 対象となる建築物 対象者の要件 助成額 備考 

（1）-1 

木造住宅 

無料耐震診断 

（簡易耐震診断） 

昭和56年5月31日以

前に建築された木造

在来軸組工法2階建て

以下の住宅 

対象建築物の

所有者 
無料 

登録耐震診断士 

派遣 

（1）-2 

木造住宅 

無料耐震診断 

（一般耐震診断） 

昭和56年5月31日以

前に建築された木造

在来軸組工法2階建て

以下の住宅 

対象建築物の 

所有者 
無料 

登録耐震診断士 

派遣 

（2） 

非木造 

共同住宅 

耐震診断助成 

昭和56年5月31日以

前に建築された耐火

建築物又は準耐火建

築物の非木造共同住

宅 

対象建築物の

管理組合また

は所有者 

750万円 

（限度額） 
― 

（3） 

木造住宅 

建替え助成 

整備地域及び火災危

険度の高い地域にお

いて昭和56年5月31

日以前に建築された

木造住宅 

対象建築物の 

所有者 

40万円 

（限度額） 
― 

 



27 
 

― 続 き ― 

事業名 対象となる建築物 対象者の要件 助成額 備考 

（4） 

木造共同住宅

耐震改修補償

型助成 

昭和56年5月31日

以前に建築された木

造在来軸組工法2階

建て以下の共同住宅 

対象建築物の 

所有者 

600万円 

（限度額） 

耐震改修工事の完

了後10年以内に

震度6強以下の地

震で全損した場合

に助成金を交付 

（5） 

家具転倒防止

器具取付助成 

全て 

65歳以上のみ

の世帯や身体障

害者のみの世帯

など 

取付費無料 器具代は自己負担 

（6） 

都市防災不燃

化促進事業（東

京大学附属中

教育学校一帯、

大和町中央通

り沿道地区） 

指定区域内において、

2階建て以上の耐火

建築物を建築した住

宅 

対象建築物の所

有者 

315.2万円 

（最低保障） 

助成期間： 

平成31年3月31

日まで（東京大学

附属中等教育学校

一帯） 

平成38年3月6日

まで（大和町中央

通り沿道地区） 

指定区域内において、

昭和56年5月31日

以前に建築された耐

火建築物及び準耐火

建築物以外の建築物 

対象建築物を除

却しようとする

建築物の所有者 

木 造：576万円 

（限度額） 

非木造：840万円

（限度額） 

（7） 

不燃化推進特

定整備地区（不

燃化特区）制度

による建替え

促進 

指定区域内における

老朽建築物 

（耐用年数の2/3を超

過している建築物） 

対象建築物の建

替えを行う個人 

解体・除却整備費 

木 造：576 万円 

（限度額） 

非木造：840 万円

（限度額） 

仮住居費 

40 万円（限度額） 

建築・設計・工事監

理費（戸建て） 

312.4 万円 

（限度額） 

助成期間： 

平成3３年3月31

日まで 

 

※共同住宅等建築

の場合は担当まで

ご相談ください 対象建築物の解

体除却を行う者 

木 造：576 万円 

（限度額） 

非木造：840 万円 

（限度額） 

上記の老朽建築

物の除却費補助

を受け建物が除

却された土地の

所有者 

136 万円（限度額） 
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【表－17】住宅の耐震化促進事業の実施目標 

建
築
物 

事業名 
実施目標（戸数） 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 合計 

住

宅 

耐
震
診
断 

木造住宅 

無料耐震診断 

（簡易耐震診断） 

100 100 100 100 200 600 

木造住宅 

無料耐震診断 

（一般耐震診断） 

90 90 90 90 180 540 

非木造共同住宅

耐震診断 
100 100 100 100 200 600 

建
替
え 

木造住宅 

建替え 
90 90 90 90 140 500 

耐
震
改
修 

木造住宅 

耐震改修 
10 10 10 10 20 

300 非木造共同住宅

耐震改修 

（閉塞を防ぐべ

き道路沿道） 

40 40 40 40 80 

家具転倒防止器具

取付 
30 30 30 30 100 220 

 

2－2 民間特定建築物の耐震化 

民間特定建築物のうち、防災上重要な学校や病院、災害時要援護者が利用する福祉施

設、不特定多数の者が利用する百貨店などの建築物について、建築物所有者に対して

耐震化を強く要請します。 

区内には、大勢の方が利用する民間特定建築物が多数存在し、経済活動の促進に大き

な役割を果たしています。区民の生命の保護と経済活動における減災を図るため、防災

上重要な学校や病院、災害時要援護者が利用する福祉施設、不特定多数の方が利用する

百貨店、ホテルなどの建築物の所有者に対して耐震化を要請します。 

区は、耐震改修促進法の趣旨を踏まえ、防災上重要な民間特定建築物の所有者に対し

て、指導、助言を積極的に行います。 
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2－3 防災上重要な区有建築物の耐震化 

防災上重要な区有建築物について、平成 24 年改定の「中野区区有施設耐震改修計

画」に基づき対象となった施設の耐震化工事は、平成 28 年 3月をもって、すべて

完了しました。 

2－4 地震発生時に閉塞を防ぐべき道路沿道建築物の耐震化 

（1） 地震発生時に、建築物の倒壊により緊急車両の通行や区民の避難の妨げになる

おそれのある道路を指定します。 

（2） 指定した道路のうち、特に重要な道路の沿道の対象建築物に対しては、公共的

観点から必要な支援を講じます。 

（1）地震発生時に閉塞を防ぐべき道路の指定 

地震により防災上重要な道路の沿道の建築物が倒壊し、道路閉塞を起こした場合、広

域的な避難や救急・消火活動に大きな支障をきたし、甚大な被害につながるおそれがあ

ります。また、地震発生後の緊急物資等の輸送や、復旧及び復興活動を困難にさせるこ

とが想定されます。このため、地震発生時に閉塞を防ぐべき道路をあらかじめ指定し、

沿道建築物について重点的に耐震化を促進します。 

①  都が指定する閉塞を防ぐべき道路※16 

≪特定緊急輸送道路≫ 

・ 都は、耐震化推進条例に基づき、特に沿道建築物の耐震化を図る必要がある緊急輸

送道路として「特定緊急輸送道路」を指定し、その道路に敷地が接する建築物の所

有者に対して、耐震化状況の報告、耐震診断を義務付けています。 

・ 区は、沿道建築物の耐震診断の結果の報告期限を平成 26 年度末とし、報告を求め

ました。 

≪一般緊急輸送道路≫ 

・ 都は、耐震改修促進法第 5 条第 3 項第 3 号の地震発生時に閉塞を防ぐべき道路に

特定緊急輸送道路以外の緊急輸送道路を指定しています。 

②  区が指定する閉塞を防ぐべき道路 

・ 区は、耐震改修促進法第 6 条第 3 項に基づく閉塞を防ぐべき道路に、中野区地域防

災計画に位置付けられている道路障害物除去路線のうち区が定めた道路を指定しま

す。（もみじ山通り等計 8 路線） 

 

※16 東京都地域防災計画に定める緊急輸送ネットワークの緊急輸送道路（山手通り、環状 7 号線、青梅

街道等計 13 路線） 

（これらの路線は、東京都耐震改修促進計画により、地震発生時に閉塞を防ぐべき道路として指定

がされています。） 
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【図－4】地震発生時に閉塞を防ぐべき道路 

 

 

（２）指定道路における沿道建築物の耐震化の促進 

地震発生時に閉塞を防ぐべき道路として指定した沿道の建築物の耐震化を促進

します。 

また、耐震改修促進法第 14 条第１項第 3 号の規定に該当する建築物は、震災

対策上、重点的に耐震化を図るため、耐震改修促進法に基づく指導、助言を行うと

ともに、特に重要な道路の沿道の建築物に対しては、公共的な観点から必要な支援

を講じます。 
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【表－18】地震発生時に閉塞を防ぐべき道路沿道建築物の耐震化助成一覧 

事業名 事業内容 対象となる建築物 対象者の要件 

特定緊急輸

送道路沿道

建築物耐震

化促進事業 

・耐震診断費用 

・耐震補強設計費用 

・耐震改修工事費用 

・建替え工事費用 

・除却工事費用 

昭和 56 年 5 月 31 日

以前に着工された耐火

建築物又は準耐火建築

物の特定緊急輸送道路

沿道建築物 

対象建築物の 

所有者 

緊急輸送道

路等沿道等

建築物耐震

診断事業 

耐震診断費用の全部又は一部助成 

昭和 56 年 5 月 31 日

以前に着工された耐火

建築物又は準耐火建築

物の緊急輸送道路沿道

建築物 

対象建築物の 

所有者 

緊急輸送道

路等沿道建

築物耐震改

修等事業 

・耐震補強設計費用の一部助成 

・耐震改修工事費用の一部助成 

昭和 56 年 5 月 31 日

以前に着工された耐火

建築物又は準耐火建築

物の緊急輸送道路沿道

建築物 

対象建築物の 

所有者 

【表－19】地震発生時に閉塞を防ぐべき道路沿道建築物の耐震化促進事業実施目標 

年 度 

種 別 

実施目標（棟数） 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 合計 

耐

震

改

修 

特定緊急輸送道路

沿道建築物 
17 17 17 17 17 11 11 11 11 11 140 

一般緊急輸送道路

沿道建築物 
22 22 22 22 22 12 12 12 12 12 170 

区が指定する閉塞

を防ぐべき道路沿

道建築物 

17 17 17 17 17 10 10 10 10 10 135 

 

全部又は 

一部助成 
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3 耐震化を促進するための環境整備 

施策の概要 

（1） 建物所有者等が安心して耐震診断・耐震改修を実施できるよう、相談体制、普及

啓発及び情報提供の充実を図ります。 

（2） 木造住宅の安価で信頼できる耐震改修工法・装置の普及を図ります。 

（3） 耐震改修促進税制の普及を図ります。 

（4） 町会や自治会等との連携を図ります。 

（5） 耐震診断士・耐震改修施工者及び中野区耐震改修促進協議会の活用を図ります。 

（6） 建築基準法による勧告又は命令を実施します。 

（1）相談体制、普及啓発及び情報提供の充実 

住宅・建築物の耐震化を促進するには、まず、区民が耐震化の必要性や重要性につい

て十分に認識することが必要です。このため、ホームページやパンフレット、耐震対策

チラシの戸別配布等、様々な機会を活用し、耐震診断及び耐震改修に関して普及啓発を

行います。また、安心して耐震診断及び耐震改修を実施できるよう、耐震相談窓口を整

備するとともに、助成制度や区登録の耐震診断士及び耐震改修施工者等についても適切

に情報提供を行います。 

（2）木造住宅の安価で信頼できる耐震改修工法・装置の普及 

耐震改修の促進を阻害する要因として、工事に要する期間や工事費への負担感などが

あげられます。また、様々な耐震改修工法や技術が開発されているにもかかわらず、改

修工法等の適切な選択が難しく、地震に対してどの程度有効な工法なのか不安があるな

どの理由から、木造住宅の耐震化が進んでいない一因となっています。そこで、耐震改

修工法の展示や写真、パンフレット等を利用し、耐震改修工法の簡素化事例、装置や工

事のコストダウンを図った具体的な事例を紹介して、区民にわかりやすく紹介します。 

（3）耐震改修促進税制の普及 

平成 18 年度税制改正において耐震改修促進税制が創設されました。既存住宅を耐震

改修した場合、その証明書を添付して確定申告等を行うことで、所得税額の特別控除を

受けられます。 

さらに、建替えや耐震改修工事を行った住宅への固定資産税および都市計画税の全額

減免措置が平成 29年度末まで延伸されました。 

そこで、区は、耐震改修促進税制制度の普及を図るとともに、所得税額の特別控除や

固定資産税額の減額措置に必要な証明書を発行します。 
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（4）町会や自治会等との連携 

平常時の防災訓練や地域における危険個所の改善等の点検活動など、自主防災活動は

重要です。こうした地域における震災対策への取組みは、地震発生時の適切な対応にも

効果を発揮します。町会では、地域のための防災ハンドブックを作成しているところも

あります。こうした活動を支援するため、区では町会や自治会等へ耐震化促進事業の周

知や情報提供を行います。 

（5）耐震診断士・耐震改修施工者及び中野区耐震改修促進協議会の活用 

区民が安心して住宅の耐震化に取り組むためには、身近で信頼できる耐震診断士や耐

震改修施工者の役割が重要です。しかし、耐震診断や耐震改修を行う場合の相談先や、

依頼先がわからない、信頼できる耐震診断士や耐震改修施工者を紹介してほしいという

問合せが多くあります。そうした中で、「耐震」に名を借りた悪質な訪問販売による被

害も生じており、区民の中には耐震診断や耐震改修の実施に対し不安感や不信感を抱い

ている方もおります。 

このため、区では耐震診断士と耐震改修施工者を区登録制にし、木造住宅の無料耐震

診断派遣や家具転倒防止器具取付け工事の依頼などのほか、区民からの相談や問合せに

対して、都の耐震診断士登録制度と合わせて、登録制度の紹介や耐震診断士と耐震改修

施工者の情報提供などを行っています。 

また、区と民間団体で構成する中野区耐震改修促進協議会を活用し、耐震化促進のた

めの方策や手法等について協議し、施策の実施について連携を図り計画的に取り組みま

す。 

（6）建築基準法による勧告又は命令の実施 

原則として、耐震改修促進法に基づく公表を行ったにもかかわらず、建物所有者が耐

震改修を行わない建築物のうち、建築基準法第 10 条の規定に該当する建築物について

は、その建物所有者等に対し、同条の規定に基づく勧告又は命令を行うことを検討しま

す。
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第 4 章 耐震化を促進するための普及啓発 

1 「中野区地域防災地図」の作成と公表 

（1） 区では、「中野区地域防災地図」を作成し公表しています。 

この「中野区地域防災地図」を活用し、地震に関する地域の危険度の周知や

耐震診断及び耐震改修の普及啓発を図ります。地域ごとの詳細な「中野区地

域防災地図」は、区ホームページで見ることができます。 

（2） 都は、東京都震災対策条例に基づき、おおむね 5 年ごとに地震に関する地域

危険度測定調査を実施し公表しています。 

（1）「中野区地域防災地図」の活用 

区民自らが、耐震診断及び耐震改修を実施していくためには、自分が住んでいる地域

の地震に対する危険性を十分認識していることが必要です。このため、区は、区民に対

し、「中野区地域防災地図」を活用し、地震に関する地域の危険度の周知や、耐震診断

及び耐震改修の啓発と知識の普及を図ります。 

（2）地域危険度測定調査結果の活用 

都は、東京都震災対策条例に基づき、おおむね 5 年ごとに地震に関する地域危険度

測定調査を実施し公表しています。区は、今後、「中野区地域防災地図」改定に際しこ

の調査結果等を活用します。 

【参 考】 

地域危険度測定調査（第 7 回）（平成 25 年 9月公表） 

東京都震災対策条例第 12 条の規定に基づき、以下の目的でおおむね 5 年ごとに地

震に関する地域の危険度を科学的に測定調査します。 

① 地震に強い都市づくりの指標とします。 

② 地震災対策事業を実施する地域を選択する際の参考とします。 

③ 地震震災に対する都民の認識を深め、防災意識の高揚に役立てます。 
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2 相談体制の整備と情報提供の充実 

（1） 区は、建物所有者等や区民からの問合せに適切に対応できるよう、耐震診断

及び耐震改修等に関する相談窓口の充実を図ります。 

（2） 耐震診断及び耐震改修等に関する各種パンフレット等を作成し、区民や関係

者等へ配布するなど、普及啓発及び情報提供の充実を図ります。 

（1）相談体制の整備と充実 

住宅・建築物の耐震化を促進するためには、助言や情報提供を適切に行うなど、建物

所有者等のニーズに的確に対応することが重要です。また、身近で手軽に相談できる窓

口体制が整備されていることも必要です。 

このため、区では、耐震診断及び耐震改修に関する相談窓口を平成 16 年度より都市

基盤部建築分野に開設しています。電話での耐震相談も受け付けており、今後さらに、

相談しやすい環境を工夫するなど充実を図ります。 

なお、専門的な事項に関しては、建築士事務所協会等の関係団体への紹介も行ってい

ます。 

（2）情報提供の充実 

区民や事業者等に対し、耐震診断及び耐震改修に関する助成事業等について普及啓発

を図るため、助成制度のパンフレット、耐震対策関係の資料・写真、耐震対策チラシの

戸別配布などの情報提供を行っています。また、区報への掲載や耐震対策臨時号の発行、

ホームページ掲載など、多様な広報活動を実施しています。 

今後、耐震化に関する装置の展示、パンフレット等を整備し、情報提供の充実を図り

ます。 
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第 5 章 関連施策の推進 

1 地震時の安全対策 

（1）窓ガラスの落下防止対策 

平成 17 年 3 月に発生した福岡県西方沖地震において、市街地にあるビルのガラス

が割れ、道路に大量に落下する事態が発生しました。これを機に、地震発生時の窓ガラ

スの落下、飛散による人身事故の危険性が改めて問題となりました。 

窓ガラスの落下防止等に関して、これまで区では、以下のような実態調査と改善指導

を実施しています。 

① 昭和 53 年に建築基準法施行令に基づく告示が改正され、窓ガラスを固定するシー

リング材に硬化性のものを使用することが原則禁止となりました。 

これを受けて昭和 55 年以降硬化性シーリング材を使用する窓ガラスの実態調査及

び改善指導を実施しました。 

② 平成 17 年 3月にはめ殺し窓の窓ガラスの実態調査を行い、改善指導を実施しまし

た。今後、窓ガラスの落下防止等について、未改修ビル等の建築物所有者等への計

画的かつ定期的な改善指導を行います。 

（2）外壁タイル等の落下防止対策 

平成 17 年 6 月に都内のオフィスビルにおいて、外壁タイルの落下により負傷者を

出す事故が発生しました。これを受け区では、外壁タイル等の落下により危害を与える

おそれのある傾斜した外壁を有する建物所有者に対して、実態調査と改善指導を実施し

ました。 

今後、定期的な調査を実施し、建物所有者等から状況調査報告を得られていないもの

や、落下防止対策が済んでいない建物について状況調査の実施を督促するとともに、改

善指導を継続して行います。 

（3）ブロック塀等の倒壊防止対策 

昭和 53 年 6月の宮城県沖地震では、27 人の死者の死因のうち、16人がブロック

塀等の倒壊によるものであり、その危険性が問題となりました。このため区では、避難

道路や通学路沿い等のブロック塀等の実態調査を実施し、建築基準法に定める技術的基

準を満たしていないなど危険性が高いものに対し、必要な補強を行うよう改善指導を行

ってきました。 

今後、ブロック塀等の定期的な調査を行うとともに、倒壊による危険性や対策の必要

性について啓発を行い、建築確認申請時等の機会をとらえて改善指導を行います。また、

既存のブロック塀等の生垣への転換については、生垣化助成制度の活用等により普及を

図ります。 
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（4）エレベーター・エスカレーターの事故防止対策 

平成 17 年 7 月に発生した千葉県北西部地震では、首都圏の多くの住宅・建築物で

エレベーターが緊急停止しました。この際、エレベーターのかごの中に利用者が長時間

にわたり閉じ込められるなどの被害が発生し、区民に不安や混乱を生じさせることにな

りました。 

また、平成 18 年 6 月にはエレベーターのかごの戸が開いたまま動き、利用者が挟

まれ死亡する事故が発生しました。さらに、平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災

では、エレベーターの釣合いおもり片の落下やエスカレーター本体の落下が報告されて

います。これらの事故を受けて、地震時管制運転装置や戸開走行保護装置の設置などの

安全対策、エレベーターの主要な支持部分の構造やエスカレーターの脱落防止対策など

が義務付けられています。 

このため、地震時におけるエレベーターの運行や復旧、安全対策などに関する情報を

提供するとともに、建物所有者や関係団体等に対し、閉じ込め防止装置や挟まれ防止装

置の設置を働きかけ、区民の不安解消と被害防止対策を推進していきます。 

（5）新築時の耐震化の徹底 

新たに建築される住宅・建築物については、現行の耐震基準に従って適切に設計及び

施工が行われるよう、建築基準法に基づく建築確認、中間検査及び完了検査の実施を徹

底します。 

（6）定期報告制度との連携 

建築基準法第 12 条に基づき、特殊建築物等の所有者は、調査資格者に建築物の調査

を行わせ、その結果を定期的に特定行政庁に報告しなければならないとされています。

その際、調査者は当該建築物の耐震診断及び耐震改修の実施状況や外壁等の落下物の有

無を調査し、報告することとなっています。 

区は、定期報告制度により、特殊建築物等の耐震診断及び耐震改修の状況の把握に努

めるとともに、地震発生時に落下の危険のある建物等への指導を行います。 

（7）屋外広告物の落下や脱落防止 

地震の際、看板等の屋外広告物が脱落し、被害をもたらすことがないよう、特殊建築

物定期調査報告制度などを活用するとともに、東京都屋外広告物条例、道路法、建築基

準法に基づき、表示者等に対し、屋外広告物の許可や確認申請時等を通じて指導を行っ

ていきます。また、引き続き一定規模以上の屋外広告物については、屋外広告物管理者

を設置させるなどの安全の確保を図っていきます。 
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（8）建築物の応急危険度判定の体制整備 

地震発生時には、区民の安全確保と都市の迅速な復旧が急務となります。特に、建築

物の被害については、二次災害の防止のための被害状況の把握、被災建築物の余震等に

対する危険度の判定（応急危険度判定など）を行い、必要な措置を講じることが求めら

れます。 

大規模地震が発生した場合、被災建築物は膨大な数に及ぶと考えられ、これらの被災

建築物について応急危険度判定を迅速に行うためには、公共機関及び関係団体はもとよ

り、民間の建築技術者の協力が不可欠です。このため、都では、平成 7 年 5 月に、東

京都防災ボランティアに関する要綱を制定し、応急危険度判定員を防災ボランティアと

して位置付け、中野区在住・在勤の判定員は、平成 27 年 11 月現在 342 人が登録し

ています。 

今後も災害時における応急危険度判定員の活用方法について、都と連携して情報共有

を密にするとともに、区独自の対応策についても関係する所管分野と調整を図ります。 

（9）大規模空間の天井落下防止対策 

東日本大震災では、一部の建築物において、天井材の一部落下などが発生し、死傷者

が出るなどの被害がありました。 

これを受け、建築基準法関係法令が改正され、平成 26 年 4 月からは、新築等を行

う建築物における特定天井（6ｍ超の高さにある、面積 200 ㎡超、質量 2kg/㎡超の

吊り天井で、人が日常利用する場所に設置されているもの）について、脱落防止対策に

係る新たな技術基準が適用されることとなりました。 

これまで、区は、体育館、屋内プール、劇場、ホール等の 500㎡以上の大規模空間

を有する建物所有者等に対して、実態調査を促すとともに、改善指導等を実施してきま

した。今後は、これらの特定天井を有する既存建築物の実態把握に努め、国の技術基準

に適合していない特定天井については、建築基準法に基づく定期報告制度や建築物防災

週間を活用し、建物所有者等に対して改善指導等を行い、落下防止対策の普及啓発を実

施していきます。 

（10）液状化現象の対策 

都が作成した液状化予測図を一般閲覧に供し、さらに地盤データ閲覧システムの構築

に向け、取り組んで行きます。 

（11）老朽危険家屋の対策 

総務省の平成 25 年度住宅・土地統計調査によれば、都内において腐朽・破損のある

戸建て住宅が 480 棟、破損等の無い戸建て住宅の空き家数は 2,010 棟あります。 

建物の所有者、管理者等が適切な管理を怠った管理不全な家屋は、周辺環境へ悪影響

を及ぼすだけでなく、その耐震性などの防災上の危険も指摘されています。 

こうした問題を解決するために、空き家の実態の把握と情報の収集を行い、地域とも

連携し、老朽化等で危険な家屋の解消に取り組んでいきます。 
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第 6 章 その他耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項 

1 関係者による協議会等 

（1） 本計画を総合的に推進するため、東京都・区市町村・関係団体等によって構

成される検討会等に参画します。 

（2） 区と民間団体及び区の指定する耐震診断士等で構成する、中野区耐震改修促

進協議会を活用し、計画的かつ継続的に耐震化に取り組みます。 

（1）関係者による検討会等への参画 

区は、区内の住宅・建築物の耐震化を促進するため、以下の検討会・協議会へ参画し、

関係者と連携して様々な施策に取り組みます。 

① 東京都耐震改修促進行政連絡協議会 

② 中野区耐震改修促進検討会 

【表－20】検討会等 

名 称 目 的 構 成 

東京都耐震改修促進

行政連絡協議会 

東京都及び区市町村が連携して、東京都

内の建築物の耐震診断及び耐震改修の

円滑な推進を図ります。 

都・区市町村 

中野区耐震改修促進

検討会 

区内住宅・建築物の耐震化を促進するた

めの施策について検討します。 

都市基盤部長を長

とする全庁組織 

（2）中野区耐震改修促進協議会の活用 

住宅・建築物の耐震化を効果的に促進するためには、本計画の実施について、すべて

の関係者が意識を共有し、相互に連携・協力して取り組むことが必要です。また、平成

37 年度の耐震化率の目標達成には、関係者全員が耐震診断及び耐震改修の実施に向け

た機運を高め、計画的かつ継続的に取り組むことが重要です。特に木造住宅等の耐震化

促進では、区と民間団体で構成する、中野区耐震改修促進協議会を活用し、耐震化促進

のための施策の実施について連携を図り、計画的かつ継続的に取り組みます。 
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